
阿賀野市告示第２１５号 

 阿賀野市学校給食用物資納入業者登録要綱を次のように定める。 

  令和６年１２月２３日 

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市学校給食用物資納入業者登録要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、本市が設置する幼稚園、小学校、中学校及び学校給食セ

ンターにおける給食用物資の調達について、その品質を保持した上で、安定

的な供給を確保するために実施する給食用物資納入業者の登録に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （給食用物資の定義） 

第２条 この告示において、「給食用物資」とは、学校給食に使用する食材を

いう。ただし、次に掲げるものは、対象外とする。 

 (１) 新潟県が学校給食用牛乳供給事業供給価格決定要領により、供給価格

及び供給事業者を決定する学校給食用牛乳 

 (２) 精米 

 (３) 市内農産物生産者等が一時的に納入する農産物等 

 (４) 阿賀野市財務規則第１２９条第３項第３号の契約に該当する物資 

 （登録の申請） 

第３条 物資の納入を希望する事業者（以下「事業者」という。）は、阿賀野

市学校給食用物資納入業者登録（変更）申請書（第１号様式）その他必要書

類（以下「申請書類」という）を、市長に提出するものとする。 

 （登録の申請期間） 

第４条 前条の規定による登録申請は、令和７年を初年とする２年ごとの年

（以下「定期申請年」という。）の１月１日から１月３１日までの間に行わ

なければならない。ただし、新たに申請を希望する事業者は、随時に申請を

行うことができる。 

 （審査、登録） 

第５条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、登録資格を与

えることが適当と認められるときは、阿賀野市学校給食用物資納入業者登録

名簿（以下「名簿」という）に登録するものとする。 

 （登録の有効期間） 

第６条 前条の規定により審査を受けた登録資格の有効期間は、定期申請を行
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った者にあっては申請年の４月１日から２年間とし、新たに申請を行った者

にあっては、申請を行った日の属する月の翌々月の１日から当該定期申請年

の３月３１日までの期間とする。 

 （基本契約書の締結） 

第７条 市長と名簿に登載された事業者（以下「登録事業者」という）は、阿

賀野市学校給食用物資納入基本契約書（第２号様式）を毎年度、締結するも

のとする。 

 （変更の届出） 

第８条 登録事業者は、登録した内容に変更を生じた場合は、速やかに変更内

容を記載した申請書類を市長へ提出するものとする。 

 （廃業等の届出） 

第９条 登録事業者が廃業等により登録を取り消す場合は、遅滞なく廃業等届

出書（第３号様式）を市長へ提出するものとする。 

 （登録の取消し） 

第１０条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録

を取り消し、名簿から削除することができるものとする。 

 (１) 第３条において提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき 

 (２) 第７条の規定により締結した契約に違反したとき 

 (３) その営業に関し必要な許可、許可等の取消しを受けたとき 

 (４) 第８条の規定による届出をしなかったとき 

 (５) その他学校給食の運営に当たり、著しく適性を欠くと認められるとき 

 （その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、令和６年１２月２３日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第2号様式（第7条関係） 

 

阿賀野市学校給食用物資納入基本契約書 

 

学校給食用物資の供給について、次の条項により契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 受注者は、発注者が発行する注文書及び納入条件に従って、学校給食の重要

性をよく理解し、施設の衛生面に十分配慮し、物資については、食品衛生法（昭和

22年法律第233号）その他関係法令を遵守するとともに、要望事項をふまえ給食業務

に支障をきたさないよう新鮮・良質・衛生的なものを、発注者に納入するものとす

る。 

（納入品目・納入場所） 

第２条 受注者は、本市が設置する幼稚園、小学校、中学校、学校給食センターに学

校給食用物資を納入するものとする。 

（契約期間） 

第３条 本契約の期間は、  年４月１日から  年３月31日までとする。 

２ 契約期間中に受注者が契約書の内容に違反した場合及び契約を履行しない場合

には、発注者は契約を解除する事ができる。 

（契約保証金） 

第４条 この契約に係る契約保証金は免除する。 

（価格） 

第５条 受注者が発注者に売渡す物資の価格は、時価（発注を受けた時の価格）とし、

発注者からの依頼により見積額を提示する。 

（報告等） 

第６条 受注者の営業内容及びその他著しい変更が生じた場合は速やかに発注者に

報告するとともに改めて書面を届出すること。 

２ 受注者の家族及び従業員の中に病気（感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年法律第114号）に規定する感染症）が発生した場合は、

速やかに報告するとともに医師の診断書を添えて届出すること。ただし、発注者が

不要と認めた場合は、この限りではない。 

（検便） 

第７条 発注者は、必要に応じて受注者に検便結果の報告を求めることができる。 

２ 受注者は、前項の求めがあったときは、速やかに発注者に報告するものとする。 

（連絡） 

第８条 発注者及び受注者の連絡方法は、急を要する場合は電話、重要事項について

は電話、ＦＡＸ、電子メール及び文書等によるものとする。 

（発注） 

第９条 発注は、発注書によるものとする。ただし、軽微な注文内容の変更をする場

合及び急を要する場合は、この限りでない。 

２ 学級以上の単位で給食を実施しないこととした場合については、連絡期日、対応



について受注者と発注者との協議のうえ、決定するものとする。 

（納品期限） 

第１０条 受注者は、発注者が指定する期日までに物資を納入するものとする。 

（検収） 

第１１条 受注者は、物資納入に際して、必ず発注者の検収を受けなければならない。 

２ 検収の結果、不適格品又は計量不足であるときは、発注者は受注者に対し新たに

適正品と交換納入、又は不足量の納入を請求することができる。 

３ 受注者は前項の請求があった場合は、すみやかに適正品と交換、又は不足量の納

入をしなければならない。なお、発生する費用は受注者が負担するものとする。 

（支払） 

第１２条 受注者は、前条の検収に合格したときは、納入した物資代金を毎月末で締

め切り、発注者に請求書を提出するものとする。 

２ 発注者は、受注者からの支払い請求書を受理した後は、速やかに支払うものとす

る。なお、あらかじめ支払遅延が想定される場合には、発注者と受注者との協議の

うえ、処理するものとする。 

 （契約の解除） 

第１３条 発注者は、次に該当する場合、契約を解除することができる。 

(１) 受注者がこの契約事項に違反したとき。又は、この契約事項が適切に履行さ

れる見込みがないと認められるとき。 

 （反社会的勢力の排除） 

第１４条 受注者は、発注者に対し、次の各号の事項を確約する。 

(１) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、

政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以下

総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

(２) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える

目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係 

イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的

勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 

ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係 

エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係 

(３) 自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、

相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者

をいう。）が反社会的勢力ではないこと及び反社会的勢力と社会的に非難され

るべき関係を有していないこと。 

(４) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこ



と。 

(５) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を

毀損する行為 

オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相

手方が反社会的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結

したと認められる行為 

カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契

約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）であって、発注

者から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わない行為 

キ その他前各号に準ずる行為 

２ 受注者について、次の各号のいずれかに該当した場合には、発注者は、何らの

催告を要せずして、この契約を解除することができる。 

(１) 前項第１号から第３号までの確約に反する表明をしたことが判明した場合 

(２) 前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

(３) 前項第５号の確約に反した行為をした場合 

３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、受注者は、発注者に対し、

発注者の被った損害を賠償するものとする。 

４ 第２項の規定によりこの契約が解除された場合には、受注者は、解除により生

じる損害について、発注者に対し、一切の請求を行わない。 

 （反社会的勢力からの不当介入等に対する措置） 

第１５条 受注者は、この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入（契約

の適正な履行を妨げることをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照

らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを

「不当介入等」という。）を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに警察

に届け出なければならない。 

２ 発注者は、受注者が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅

延が発生するおそれがあると認めるときは、両者協議の上、対応するものとする。 

（契約外事項の処理） 

第１６条 この契約書に定めのない事項については、法令の定めるところによるもの

のほか、発注者と受注者との協議のうえ、処理するものとする。 



 

本契約の証として、本通２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

     年  月  日 

 

           発注者     新潟県阿賀野市岡山町10番15号 

                   阿賀野市 

阿賀野市長 

 

           受注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 号様式（第 9 条関係） 

 

廃 業 等 届 出 

 

年  月  日 

 

阿賀野市長 様 

 

住 所  

商号又は名称  

代 表 者  

(又は届出者氏名) 

 

 

阿賀野市学校給食用物資納入業者登録要綱第９条の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

 

 

記 

 

 

1 届出の事由 

  廃業 ・ 合併等 ・ 合併等 ・ 辞退 

2 届出の事由が発生した日 

         年  月  日 

3 廃業等に係る法人又は個人 

住 所  

商号又は名称  

代 表 者  

 


